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掲 載 頁 誤 正 コメント

第5章 間接工事費
の施工歩掛 ７．回航費の算定における乗組員の旅費算定 ７．回航費の算定における乗組員の旅費算定
1節 回航・えい航費
補足資料 １）上乗り以外の被回航船舶乗務員（船団長、高級船員、普通船員）の旅行日は被回航船舶艤装解除日とし、 １）上乗り以外の被回航船舶乗務員（船団長、高級船員、普通船員）の旅行日は被回航船舶艤装解除日とし、
P5-1-(8) 人件費（８時間単価：人件費は半日程度であっても１日分計上する）・普通日額旅費・交通費を計上し、 人件費（８時間単価：人件費は半日程度であっても１日分計上する）・交通費を計上し、宿泊費は計上し 記載の修正

宿泊費は計上しない。但し、移動所要日数が１日を越える場合は別途考慮する。 ない。但し、移動所要日数が１日を越える場合は別途考慮する。
なお、回航における艤装については、回航専門業者が行うため乗組員の基準日額は原則として計上しない。 なお、回航における艤装については、回航専門業者が行うため乗組員の基準日額は原則として計上しない。
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